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春秋会　研修委員長　乘井　弥生

皆様から大変ご好評をいただいております恒例のランチタイムミニ勉強会の第３回を実施します。第３回のテーマは、スポーツ法分野です。
普段、実務で経験することが少ないであろう法分野であり、そもそもスポーツ法が具体的に何を行うのかご存知でない先生も多いかと思います。また、スポーツ法に関心があるものの、スポーツ法に携わるきっかけが中々得られない先生もいらっしゃるかと思います。
そこで、今回は、スポーツ法を長年取り扱っておられる松柏法律事務所の岡本大典先生にご担当いただき、
・スポーツ法ってどんな分野？
・スポーツ法で弁護士が活躍できる場所
・スポーツ法をやっていると、人に自慢できるこんな良いことが？！
等をテーマにお話いただきます。
スポーツ法の入門から、裏話的な経験談までしていただけるとのことで、大変興味深く面白い勉強会になること間違いなしです。
ランチタイムミニ勉強会では、お昼ご飯をいただきながら、気軽に話を聞いて、ざっくばらんに質問することができます。
特に、若手の先生にとっては、基本書にはあまり書かれていない実務知識を得ることのできる貴重な機会であり、また、普段は交流の少ない先輩弁護士との交流を深めることが出来るお得な機会です（仕事上の悩みの相談も大歓迎です！）。
皆さま、ふるってご参加のほどよろしくお願い申し上げます。

第３回：　２０１９（令和元）年１２月４日（水）１２時００分～１３時００分　　
内　容：　スポーツ法　～入門から裏話まで～
講　師：　岡本大典 先生
場　所：　大阪弁護士会　５１０号室　

申込みは、 2019(令和元）年11月２９日（金）までに、下記の番号までFAX送付していただくか又はメールに添付してご回答いただきますようお願いします。
--------------------------------------------
上記のランチタイムミニ勉強会に参加します。

貴　名　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 　　　期）　（FAX：　　　－　　　　－　　　　）
　　　　FAX送信先：０６－６２２２－５７８８　　弁護士　中廣　利貴　宛
メールアドレス: nakahiro@kyoei-law.com
